
00 89

二重丸（◎）は各小学校の位置

■コンセプト
　安全・安心に暮らし続けられる
　地域の構築
■具体的な施策
　武蔵ヶ丘地区再開発
　地域内道路の改良

■コンセプト
　安全・安心に暮らし続けられる
　地域の構築
■具体的な施策
　西部地区道路環境改善の検討
　雨水対策

■コンセプト
　にぎわいの拠点整備と
　安全な地域の再形成
■具体的な施策
　菊陽第二土地区画整理事業
　光の森駅周辺整備構想

■コンセプト
　先端技術拠点と生活拠点を道路で結ぶ
　生活拠点の開発がにぎわいを生む
■具体的な施策
　町道菊陽空港線の延伸（県へ要望）
　新駅設置と周辺開発

菊陽北小学校区菊陽西小学校区

武蔵ヶ丘北小学校区

■コンセプト
　農商工併進による地域開発
■具体的な施策
　農商工企業の誘致
　町道川久保南方線の整備

武蔵ヶ丘小学校区

■コンセプト
　人口増（定住交流）
　農業用生産基盤整備
■具体的な施策
　農業・食品関係企業の誘致
　鼻ぐり井手による地域活性化

菊陽南小学校区
菊陽中部小学校区

校区別計画

後期基本計画では、町内６小学校区ごとに、具体的な施策をまとめた校区別計画を策定しています。
各小学校区のコンセプトと具体的な施策の一部を紹介します。

第５期菊陽町総合計画　後期基本計画 vol.４

菊陽のまちづくり
問 総合政策課　企画政策係　☎（232）2112 消
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８月29日㈪は
光の森町民センターに
相談窓口を開設します

■日時・場所
❶８月29日㈪　午前10時～午後４時
　光の森町民センター
❷❶以外の月曜日、木曜日
　午前10時～午後４時
　菊陽町役場　消費生活相談室
■相談方法　電話・面談
問 菊陽町消費生活相談窓口
　 ☎（232）2112

法テラスで無料法律相談
　熊本地震で被災した人は無料で相談
を受けられます。
■日時　平日　午前９時～午後９時
　　　　土曜　午前９時～午後５時
■対象者　平成28年４月14日に県内

に自宅や営業所などがあった人
問 震災　法テラスダイヤル
　 ☎（0120）078309
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将来の年金を増やす
国民年金保険料の「後納制度」
通常、国民年金保険料の免除・納付猶予申請をせずに、保険料を納付
しないまま２年を過ぎると保険料の納付ができません。しかし、平成
30年９月までに限り、過去５年以内の納め忘れた保険料を納めるこ
とができる後納制度が実施されています。

保険料後納のメリット
◦年金の受給資格が得られる可能性があります。
◦将来受け取る年金額を増やせます。
■利用できる人
◦20歳以上60歳未満の人で、５年以内の保険料で未納

期間（免除・納付猶予を除く）や国民年金未加入期間が
ある人

◦60歳以上65歳未満の人で任意加入中の保険料に未納
期間がある人

◦65歳以上の人で老齢年金の受給資格がなく任意加入
中の人

※老齢基礎年金受給中の人は後納制度を利用できません。

■注意事項
◦後納は、保険料未納期間のうち、原則古い期間の保険

料から納めることになります。
◦納付期限から２年を経過した保険料には、当時の保険

料に一定の加算額がつきます。
◦後納制度は、まず年金事務所で事前申込をしていただ

き、その後の審査で承認を受けないと利用できない場
合があります。

■問い合わせ
　町民課　年金係　　☎（232）4914
　熊本西年金事務所　☎（355）3261

2016.8　広報 広報 　2016.8




